
徳 島 県 危 機 管 理 関 係 手 数 料 条 例 及 び 徳 島 県 県 民 環 境 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

（ 徳 島 県 危 機 管 理 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 徳 島 県 危 機 管 理 関 係 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 六 年 徳 島 県 条 例 第 三 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 に 次 の よ う に 加 え る 。

百 五 十 六 鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理 並 び に 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 八 十 八 号 ） 第 四

十 一 条 の 規 定 に 基 づ く 狩 猟 免 許 の 申 請 に 対 す る 審 査

百 五 十 七 鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理 並 び に 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 第 四 十 六 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ く 狩

猟 免 状 の 再 交 付

百 五 十 八 鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理 並 び に 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 第 五 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 狩

猟 免 許 の 更 新 の 申 請 に 対 す る 審 査

百 五 十 九 鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理 並 び に 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 第 五 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 狩

猟 者 の 登 録

百 六 十 鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理 並 び に 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 第 六 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 狩 猟

イ 鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理 並 び に 狩 猟 の 適 正 化 に

関 す る 法 律 第 四 十 九 条 各 号 に 掲 げ る 者 の 狩 猟

免 許 の 申 請 に 係 る 審 査 三 千 九 百 円

ロ そ の 他 の 者 の 狩 猟 免 許 の 申 請 に 係 る 審 査

五 千 二 百 円

千 円
二 千 九 百 円

千 八 百 円

千 八 百 円

第 七 号

徳 島 県 危 機 管 理 関 係 手 数 料 条 例 及 び 徳 島 県 県 民 環 境 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 危 機 管 理 関 係 手 数 料 条 例 及 び 徳 島 県 県 民 環 境 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。
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者 登 録 の 変 更 の 登 録

百 六 十 一 鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理 並 び に 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 第 六 十 一 条 第 五 項 の 規 定 に 基 づ く 狩

猟 者 登 録 証 の 再 交 付

百 六 十 二 鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理 並 び に 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 第 六 十 一 条 第 五 項 の 規 定 に 基 づ く 狩

猟 者 記 章 の 再 交 付

千 百 円

千 円

（ 徳 島 県 県 民 環 境 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 徳 島 県 県 民 環 境 関 係 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 徳 島 県 条 例 第 二 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 の 十 八 の 項 か ら 百 八 十 の 項 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。

十 八 か ら 百 八 十 ま で 削 除

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

組 織 の 再 編 に 伴 い 、 関 係 条 例 に つ い て 所 要 の 整 理 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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